
　心身の障害（身体障害や知的障害など）や発達
に心配のあるお子さんに対し、診断や療育などを
行う病院機能、機能訓練などを通して発達を促す
通所機能、また、障害のあるお子さんとその家族
の地域における生活を支援する機能などを備え
た複合的な施設です。（事前に予約が必要）

　子ども（１８歳未満）の心身の発達等について、児童福祉司や児童心理
司などのスタッフが相談に応じます。

　発達障害のある方々とそのご家族
や関係機関の方々のための支援セン
ターです。

39

　心身の障害（身体障害や知的障害など）や発達
に心配のあるお子さんに対し、診断や療育などを
行う病院機能、機能訓練などを通して発達を促す
通所機能、また、障害のあるお子さんとその家族
の地域における生活を支援する機能などを備え
た複合的な施設です。（事前に予約が必要）

　子ども（１８歳未満）の心身の発達等について、児童福祉司や児童心理
司などのスタッフが相談に応じます。

　発達障害のある方々とそのご家族
や関係機関の方々のための支援セン
ターです。

40



　心身の障害（身体障害や知的障害など）や発達
に心配のあるお子さんに対し、診断や療育などを
行う病院機能、機能訓練などを通して発達を促す
通所機能、また、障害のあるお子さんとその家族
の地域における生活を支援する機能などを備え
た複合的な施設です。（事前に予約が必要）

　子ども（１８歳未満）の心身の発達等について、児童福祉司や児童心理
司などのスタッフが相談に応じます。

　発達障害のある方々とそのご家族
や関係機関の方々のための支援セン
ターです。

39

　心身の障害（身体障害や知的障害など）や発達
に心配のあるお子さんに対し、診断や療育などを
行う病院機能、機能訓練などを通して発達を促す
通所機能、また、障害のあるお子さんとその家族
の地域における生活を支援する機能などを備え
た複合的な施設です。（事前に予約が必要）

　子ども（１８歳未満）の心身の発達等について、児童福祉司や児童心理
司などのスタッフが相談に応じます。

　発達障害のある方々とそのご家族
や関係機関の方々のための支援セン
ターです。

40



　家族等の介護者の理由（疾病・出産・冠婚葬祭等）により介護ができない場
）要必が請申の前事（。すまりか預に的時一、ていおに等設施援支者害障、に合

日中一時支援事業（日帰りショート）

　重度の障害のあるお子さん等の保険診療による医療費の自己負担額を助
）要必が請申、りあ限制得所（。すまし成

重度障害者医療

　障害のあるお子さんへ、日常生活における基本的動作の指導、集団生活へ
の適応訓練などを行います。

児童発達支援事業（通所）

就学中の障害のあるお子さんを対象に、授業終了後または夏休み等の休業
日に、生活能力向上のために必要な訓練、その他支援を行います。

放課後等デイサービス

北九州市立総合療育センターが在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護（健康
保険法の適用対象となる訪問看護を除く）に係る費用の一部を助成します。

医療的ケア児レスパイト事業

北九州市立総合療育センター（地域支援室）において、医療的ケアが必要な
在宅の子どもの子育てや制度、支援等に関する相談対応を実施しています。

医療的ケア児コーディネーター

　精神または身体に障害のあるお子
さん（20 歳未満）のうち、重度の障害
があるため、日常生活で、常時の介護
を必要とする状態にある在宅の人に

）りあ限制得所（。すまれさ給支

障害児福祉手当

　精神または身体に障害のある
お子さん（20 歳未満）を家庭で養
育している父母等に支給されま

）りあ限制得所（。す

特別児童扶養手当

●小倉北区
093-582-3430

●八幡東区
093-671-4800

●門司区
093-321-4800

●若松区
093-751-4800

●小倉南区
093-951-4126

●八幡西区
093-645-4800

●戸畑区
093-881-4800

区役所高齢者・障害者相談コーナー

施設の一覧は、障害福祉サービス等指定事業所一覧
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　家族等の介護者の理由（疾病・出産・冠婚葬祭等）により介護ができない場
合に、障害者支援施設等において、一時的に預かります。（事前の申請が必要）

日中一時支援事業（日帰りショート）

　重度の障害のあるお子さん等の保険診療による医療費の自己負担額を助
成します。（所得制限あり、申請が必要）

重度障害者医療

　障害のあるお子さんへ、日常生活における基本的動作の指導、集団生活へ
の適応訓練などを行います。

児童発達支援事業（通所）

就学中の障害のあるお子さんを対象に、授業終了後または夏休み等の休業
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医療的ケア児レスパイト事業

北九州市総合療育センター（地域支援室）において、医療的ケアが必要な在
宅の子どもの子育てや制度、支援等に関する相談対応を実施しています。

医療的ケア児コーディネーター

　精神または身体に障害のあるお子
さん（20 歳未満）のうち、重度の障害
があるため、日常生活で、常時の介護
を必要とする状態にある在宅の人に
支給されます。（所得制限あり）

障害児福祉手当

　精神または身体に障害のある
お子さん（20 歳未満）を家庭で養
育している父母等に支給されま
す。（所得制限あり）

特別児童扶養手当

●小倉北区
093-582-3430

●八幡東区
093-671-4800

●門司区
093-321-4800

●若松区
093-751-4800

●小倉南区
093-951-4126

●八幡西区
093-645-4800

●戸畑区
093-881-4800

区役所高齢者・障害者相談コーナー

施設の一覧は、障害福祉サービス等指定事業所一覧

　ひとり親家庭や寡婦の方の事業開始資金やお子さんの修学資金等、12種
の資金貸付を行います。（所得制限あり）

問い合わせは、区役所子ども・家庭相談コーナーへ（35ページ）

問い合わせは、区役所子ども・家庭相談コーナーへ（35ページ）

　ひとり親（母子・父子）家庭や寡婦
の方の生活上の悩みや就職の相談に
応じたり、仕事に必要な知識や技術を
身につけるための無料講座等を行っ
ています。

　ひとり親家庭などのお子さん
が18歳になるまで（法令で定め
る障害の状態にある場合は20歳
になるまで）支給されます。

（所得制限あり）

　市内に住む母子家庭の母と子、
父子家庭の父と子、並びに父母の
いない子に対し、保険診療による
医療費の自己負担額を助成しま
す。（所得制限あり、申請が必要）

　ひとり親家庭に関することなど、お子さんと家庭のあらゆる相談に応じています。

　ひとり親家庭や寡婦の方が、一時的な理由（疾病やお仕事）により日常生
活を営むのが困難なときなどに、育児や食事の世話等のお手伝いをする家
庭生活支援員を派遣します。（所得に応じた自己負担あり、事前登録が必要）

問い合わせは、区役所保健福祉課子ども・家庭相談係へ（28ページ）

Chapter・４－3　ひとり親家庭への支援Chapter・４－3　ひとり親家庭への支援
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